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第１章 大阪市の概要 

 

第１節 地勢・人口 

 

１ 地 勢 

 

本市は、東経１３５度２２分から１３５度３６分、北緯３４度３５分から３４度４６分と

わが国のほぼ中央部に位置する。西は大阪湾に面し、南は大和川で堺、松原市につづき、北

は神崎川を隔てて尼崎、豊中、吹田及び摂津の各市に連なり、東は守口、門真、大東、東大

阪及び八尾の諸市に接し、いわゆる摂河泉の連山が起伏をめぐらす大阪平野の要地を占め、

近畿地方の海陸交通の要衝をなしている。 

 

市の中央部からやや東寄りに、南北に縦貫する上町台地は、南北９ｋｍ、東西２ｋｍにわ

たる台地で、東側にゆるく、西側に急斜をなしているため、本市の東部は概して高く、西部

に行くにしたがって低くなり、やがて海に連なっている。市街はおおむね平地で海抜３ｍ前

後の土地が大部分を占めている。 

また、本市は「水の都」の名にふさわしく、大小多数の河川が市内を縦横に貫流している

が、その根幹をなす淀川は琵琶湖に源を発し、宇治川、桂川及び木津川の三流を合して水量

が豊かである。この淀川は、市の東北部で分流して淀川本流、旧淀川(大川、堂島川及び宇

治川)、土佐堀川、尻無川及び木津川となって大阪湾に注いでいる。 

現在の市の面積は２２５．３３ｋ㎡であり、各区の面積は次のとおりである。 

 

面積 

（単位：㎢） 

都島 ６．０８ 西淀川

８．８７ 東成

福島 ４．６７ 淀川

住之江 ２０．６８

※　１２．６４

区名 面積

４．８４

４．５４ 平野 １５．２８

８．３７

区名 面積 区名 面積

８．３８

１４．２１

全市 ※　２２５．３３ 天王寺

大正 ９．４３ 城東

西 ５．２１ 生野

中央

鶴見 ８．１７

北 １０．３４ 浪速 ４．３９ 阿倍野 ５．９８

住吉 ９．４０

此花 １９．３０ 東淀川 １３．２７ 東住吉 ９．７５

西成 ７．３７

港 ７．８６ 旭 ６．３２
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※  淀川区は豊中市との境界の一部が未定のため参考値を示し、全市は淀川区の参考

値が含まれている。 

令和４年１０月１日現在（国土地理院発表） なお、四捨五入の関係で、各区の

面積の合計は全市と一致しない。 

 

２ 人 口 

 

国勢調査結果でみると、昭和４５年に人口は減少に転じ、その後も郊外への人口流出等に

より長期にわたって減少傾向が続き、平成１２年には２５９万８，７７４人まで減少した。 

しかし、平成１７年国勢調査では２６２万８，８１１人と増加に転じ、昭和４５年以降の

国勢調査結果としては初めての増加となった。令和４年１０月１日時点での大阪市の推計

人口によると、２７７万５２０人で、前年と比べると１３，７１３人（０．４９％）増加と

なり、平成１７年以降、令和３年については減少したが、令和４年以降、再び増加に転じて

いる。 

人口の推移 

（単位：人） 

年次 総数 男 女 摘要

昭和４０年 ３,１５６,２２２ １,５９８,３７６ １,５５７,８４６ １０月１日国勢調査

昭和４５年 ２,９８０,４８７ １,４９０,７７９ １,４８９,７０８ 〃

昭和５０年 ２,７７８,９８７ １,３７８,２８７ １,４００,７００ 〃

昭和５５年 ２,６４８,１８０ １,３０４,５９９ １,３４３,５８１ 〃

昭和６０年 ２,６３６,２４９ １,２９５,７７１ １,３４０,４７８ 〃

平成  ２年 ２,６２３,８０１ １,２９２,７４７ １,３３１,０５４ 〃

平成　７年 ２,６０２,４２１ １,２７８,２１２ １,３２４,２０９ 〃

平成１２年 ２,５９８,７７４ １,２７３,１２１ １,３２５,６５３ 〃

平成１７年 ２,６２８,８１１ １,２８０,３２５ １,３４８,４８６ 〃

平成１８年 ２,６３５,４２０ １,２８２,４４０ １,３５２,９８０ １０月１日推計人口

平成１９年 ２,６４３,８０５ １,２８７,６２６ １,３５６,１７９ 〃

平成２０年 ２,６５２,０９９ １,２９１,９７５ １,３６０,１２４ 〃

平成２１年 ２,６６１,７００ １,２９８,０１１ １,３６３,６８９ 〃

平成２２年 ２,６６５,３１４ １,２９３,７９８ １,３７１,５１６ １０月１日国勢調査

平成２３年 ２,６７０,５７９ １,２９６,０８４ １,３７４,４９５ １０月１日推計人口

平成２４年 ２,６７７,３７５ １,２９９,４０９ １,３７７,９６６ 〃

平成２５年 ２,６８３,４８７ １,３０１,９３０ １,３８１,５５７ 〃

平成２６年 ２,６８６,２４６ １,３０２,７８７ １,３８３,４５９ 〃

平成２７年 ２,６９１,１８５ １,３０２,５６２ １,３８８,６２３ １０月１日国勢調査

平成２８年 ２,７０２,０３３ １,３０７,１６２ １,３９４,８７１ １０月１日推計人口

平成２９年 ２,７１３,１５７ １,３１１,２８５ １,４０１,８７２ 〃

平成３０年 ２,７２５,００６ １,３１５,７４２ １,４０９,２６４ 〃

令和　元年 ２,７４０,２０２ １,３２２,２２３ １,４１７,９７９ 〃

令和　２年 ２,７５２,４１２ １,３２６,８７５ １,４２５,５３７ １０月１日国勢調査

令和　３年 ２,７５０,８３５ １,３２４,４６６ １,４２６,３６９ １０月１日推計人口

令和　４年 ２,７５６,８０７ １,３２６,７４２ １,４３０,０６５ 〃

令和　５年 ２,７７０,５２０ １,３３２,９９８ １,４３７,５２２ 〃  
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令和５年大阪市の推計人口（令和５年１０月１日現在）における本市の人口は２７７万５

２０人となっている。行政区別にみると、平野区が１８万６，８４３人と最も多く、次いで

淀川区が１８万５，７０９人、東淀川区が１７万６，１３４人、城東区が１６万７，４０９

人、住吉区が１５万２，０８８人となっており、この５区が人口１５万人を超えている。次

いで、１０万人以上１５万人未満の区は、北区１４万５，２２６人、東住吉区１２万７，８

８０人、生野区１２万６，７８９人など１０区で、１０万人未満の区は、西淀川区９万５，

８６５人など９区となっている。最も人口の少ない区は大正区で５万９，４６５人となって

いる。 

令和５年の人口を男女別にみると、男性が１３３万２，９９８人、女性が１４３万７，５

２２人となっている。男女別の人口を令和２年国勢調査と比べると、男性が６，１２３人、

女性が１１，９８５人の増となっている。人口性比（女性１００人に対する男性の数）は９

２．７となっている。 

 

 

令和４年大阪市人口動態統計(確定数)の概況 

人口動態調査とは、「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届けられた日本に

おいて発生した日本人の出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の全数を対象としている。これら

の届出に基づいた調査票を全国の各市町村で作成し、結果の集計は厚生労働省政策統括官

付参事官付人口動態・保健社会統計室で行っている。 

厚生労働省のデータをもとに、人口動態統計（令和４年１月～１２月）を取りまとめ、大

阪市の出生率や死亡等の集計・分析を行った。主な内容は、次のとおり。 

 

 

出生数は減少 

出生数は１万８，３９９人で前年に比べ９０７人減少し、出生率(人口千対)は６．７で０．

３ポイント減少となった。 

区別でみると淀川区(１，３２８人)が最も多く、北区(１，２４９人) 、城東区(１，２１

０人)となっている。一方最も少ないのは大正区(３１１人)で、西成区(３４８人)、此花区

(３８９人)となっている。出生率(人口千対)でみると最も高い区は福島区(９．０)で最も低

い区は西成区(３．３)となっている。 

 

 

死亡数は増加 

死亡数は昭和５３年に１６,９１８人であったものが以降緩やかに増加していたが、令和

４年も前年に比べ２，７３６人増加し、３万４，２３９人で死亡率(人口千対)は１２．４と

なった。 
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区別でみると、西成区(３，０３１人)が最も多く、天王寺区(６７８人)が最も少なくなっ

ている。死亡率 (人口千対)でみると西成区(２８，６)が最も高く、中央区と西区 (６．６)

が最も低い。 

死亡率を死因順位別にみると、悪性新生物が最も多く、８，３０１人で、死亡率(人口１

０万対)は３０１．１で、悪性新生物による死亡者の全死亡者に占める割合は２４．２％で

あった。 

 

 

自然増減数は減少 

自然増減数は△１５，８４０人で、自然増減率(人口千対)は△５．７であった。 

 

 

婚姻件数は増加 

婚姻件数は１６，４８８組で、前年に比べ７５３組増加し、婚姻率(人口千対)は６．０で

あった。 

 

 

離婚件数は減少 

離婚件数は５，０５２組で、前年に比べ１５組減少し、離婚率(人口千対)は１．８３であ

った。  
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令和４年人口動態総覧(確定数) 

　自然死産(※１　出産千対) １６１(８．６) １７０(８．６)

６

　早期新生児死亡(出生千対) １５(０．８) ７(０．４) ８

　人工死産(※２　出産千対) ２３５(１２．５) ２４２(１２．３) △７

周産期死亡総数 ７５(４．１) ６１(３．１) １４

実　　　　　　　数

１１

　新生児死亡(出生千対) １６（０．９） ８（０．４） ８

出生(人口千対) １８，３９９(６．７) １９，３０６(７．０) △９０７

　２，５００g未満 １，６８２ １，６８３ △１

離婚(人口千対) ５，０５２(１．８３) ５，０６７(１．８４) △１５

　妊娠満２２週以降の死産(※２　出産千対)

婚姻(人口千対) １６，４８８(６．０) １５，７３５(５．７) ７５３

死産総数(出産千対)

　乳児死亡(出生千対) ３２（１．７） ２１（１．１）

死亡(人口千対) ３４，２３９(１２．４) ３１，５０３(１１．５)

自然増減(人口千対) △１５，８４０(△５．７) △１２，１９７(△４．４)

△１６

令和4年 令和３年

６０(３．３) ５４(２．８)

３９６(２１．１) ４１２(２０．９)

３６４３

対前年増減

２，７３６

△９

 

※1 出生＋死産 

※2 出生＋妊娠満 22 週以降の死産 

合計特殊出生率

全国 １．２６ １．３０

令和４年 令和３年

大阪市 １．００ １．０４

 

合計特殊出生率(粗再生産率)とは、１５歳から４９歳までの女子の年齢別(年齢階級別)

出生率を合計したもので、一人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むと

したときの子どもの数に相当する。大阪市では分子に母の年齢別出生数(日本における日本

人)分母に当該年の３月末現在の「大阪市住基人口」(国勢調査の年は国勢調査公表値)を用

いて算定している。全国値はいずれも厚生労働省の公表値である。 

 

大阪市の死因順位（死亡率、人口 10万対） 

※ 人口動態統計にかかる人口は、令和５年９月厚生労働省公表の「令和４年（２０２

２）人口動態統計（確定数）」をもって公表。 

令和４年死亡数(死亡率) 令和３年死亡数(死亡率)

第２位
心疾患 心疾患

４，９５７（１７９．８） ４，３４８（１５８．１）

第１位
悪性新生物 悪性新生物

８，３０１（３０１．１） ８，４２７（３０６．３）

第４位
心不全 肺炎

２，２４２（８１．３） １，９１９（６９．８）

第３位
老衰 老衰

２，７３４（９９．２） ２，２９５（８３．４）

第５位
肺炎 脳血管疾患

２，００４（７２．７） １，８６５（６７．８）



6 

 

人口の区別分布 

（単位：人・世帯） 

（参考）

総数 男 女 世帯数

全市 ２,７７０,５２０ １,３３２,９９８ １,４３７,５２２ １,５３０,５７２

北 １４５,２２６ ７０,６６５ ７４,５６１ ９０,７７４

都島 １０８,４４１ ５１,８４９ ５６,５９２ ５９,２７８

福島 ８１,９７５ ３８,８２９ ４３,１４６ ４５,３３３

此花 ６４,０５０ ３０,９７９ ３３,０７１ ３２,６６１

中央 １１３,９５４ ５３,５６６ ６０,３８８ ７５,００７

西 １１０,７８０ ５１,９４６ ５８,８３４ ６９,２６４

港 ７９,６５６ ３８,６５９ ４０,９９７ ４３,５９１

大正 ５９,４６５ ２８,８２３ ３０,６４２ ２９,６８７

天王寺 ８５,２９１ ３９,２３８ ４６,０５３ ４４,６８８

浪速 ８１,８５５ ４１,７２２ ４０,１３３ ５９,８７９

西淀川 ９５,８６５ ４６,７４９ ４９,１１６ ４８,６７７

淀川 １８５,７０９ ９２,６７０ ９３,０３９ １０８,６７７

東淀川 １７６,１３４ ８６,０７８ ９０,０５６ １０２,０１２

東成 ８５,８７１ ４０,３２７ ４５,５４４ ４８,０１３

生野 １２６,７８９ ６０,１７６ ６６,６１３ ７０,３４６

旭 ８９,２００ ４２,５６０ ４６,６４０ ４６,３７０

城東 １６７,４０９ ７９,２１７ ８８,１９２ ８４,２２９

鶴見 １１１,５３３ ５２,４６５ ５９,０６８ ４９,８８０

阿倍野 １１１,５６５ ５１,４０１ ６０,１６４ ５５,２５２

住之江 １１７,１５９ ５６,３７６ ６０,７８３ ６０,６８７

住吉 １５２,０８８ ７０,４３２ ８１,６５６ ８０,２８５

東住吉 １２７,８８０ ６０,０２９ ６７,８５１ ６４,２８５

平野 １８６,８４３ ８７,５８４ ９９,２５９ ９３,９８９

西成 １０５,７８２ ６０,６５８ ４５,１２４ ６７,７０８

区名
人口

 

令和５年１０月１日現在 大阪市の推計人口 大阪市計画調整局調べ 
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第２節 大阪市における地域保健体制 

 

１ 地域保健行政の変遷 

 

近年の急速な少子高齢化の進行、慢性的な疾患や複数の疾患を持つ者の増加等による疾

病構造の変化、地域住民のニーズの多様化や食品の安全性や地球環境問題への住民意識の

高まりなどに対応し、サービスの受け手である生活者の立場を重視した地域保健の新たな

体系を構築するため国においては、平成６年に保健所法を抜本的に見直し地域保健法へ移

行した。 

本市では、昭和１２年に保健所法公布を受け、昭和１３年に阿倍野保健所（阿倍野区阪南

町）が最初に開設され、その後、市内各所に保健所が開設された。そして、市民の公衆衛生

思想の向上に努め、伝染病の撲滅などに大きな力を発揮し、これまでも各時代の市民ニーズ

に合わせ各区の保健所を中心とし、老人保健、母子保健、精神保健、結核・感染症、公害及

び環境・食品衛生等の保健衛生施策を展開し、一定の成果を上げた。 

しかし、地域保健法の趣旨にある、保健所を地域保健の広域的・専門的・技術的拠点とし

て機能強化し、市民ニーズに対応した保健衛生施策を推進していくためには、市域全体を視

野に入れ、地域に密着していくべき業務と、全市的立場で行うほうがより効果的な業務に機

能分担し、相互連携のもとトータルとして市民サービスの向上に資し、かつ効果的な推進体

制の整備を図っていくべきであるとの判断から、全市１保健所・２４保健センター体制であ

る保健所および保健センター条例を平成１１年５月に公布し、平成１２年４月に体制を移

行した。 

また、平成１４年４月に保健センターを区役所組織へ移管し、さらに、平成１５年４月、

区役所の健康福祉サービス課と福祉事務所、保健センターを一体化した「保健福祉センター」

を開設し、保健と福祉の連携したシステムを充実させた。そして、より一層効果的な感染症

対策を実施するため、健康福祉局感染症対策室を保健所に統合し、地域保健体制の充実を図

った。 

平成２０年１１月に食中毒事件等緊急事態発生時に柔軟かつ的確に対応するため、市内

５か所に生活衛生監視事務所（北部・西部・東部・南東部・南西部）を設置し、各区保健福

祉センターの環境衛生・食品衛生関係業務を集約化することにより、申請受付や監視指導な

どの業務を効果的・効率的に行うとともに、健康危機管理体制の充実、強化を図り、保健衛

生施策を推進している。 
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２ 大阪市保健所の構築と事務分掌 

 

地域保健法の主旨を尊重して、広域的・専門的・技術的拠点として機能強化を図り、全市

を所轄する保健所として構築し、感染症予防や結核罹患率を改善するための総合的結核対

策、生活環境部門では環境衛生・食品衛生、加えて医療監視など、各区保健福祉センターと

それぞれの役割分担と相互連携を図りながら保健衛生行政を推進している。 

 

[管理課] 

保健所の運営管理及び統括を行うとともに、母子保健事業、難病対策事業、栄養改善事業

及び公害健康被害の補償等制度業務を実施、さらに各区保健福祉センターへの業務支援等

を行うなど、広域的・専門的・技術的観点から効果的な対人保健サービスを実施している。 

 

[保健医療対策課] 

病院・診療所等の許可・届出に関する事務を行うとともに、平成１５年度からは、全区の

医療機関への医療法第２５条に基づく立入検査を一元化して実施し、指導の一層の強化に

努めている。さらに、平成２２年１０月から市内の医療法人に対する認可、届出等の業務に

ついて、大阪府から移譲を受けたことに伴い、運営母体と施設の横断的な指導も可能となっ

た。また、保健衛生システムの運用を行うとともに、時代ニーズに沿った保健情報の収集・

分析・加工・提供及び調査研究の推進、技術支援により本市保健事業の向上を図っている。 

 

[感染症対策課] 

感染症発生時疫学調査、感染症発生動向調査事業、新型インフルエンザなどの感染症対策

及び各種予防接種事業の実施により疾病の発生及びまん延防止を図る。 

また、エイズについて正しい知識の普及･啓発、検査体制の充実等、総合的対策に取り組

んでいる。さらに、結核対策として結核罹患率(人口１０万人あたりの新規登録患者数)の半

減に向け、結核定期健康診断、結核予防接種（ＢＣＧ）事業及びＤＯＴＳ（直接服薬確認療

法）事業等を実施している。 

 

 

[環境衛生監視課]  

環境衛生関係施設のうち、大規模かつ多数人が利用する施設（旅館・興行場・公衆浴場・

温泉・墓地・特定建築物・専用水道・浄化槽・化製場等）に対し、統一的・効率的な許可・

届出確認を行うとともに、これら施設に良好な衛生状態を維持させ、市民等が安心して利用

できるよう広域的・専門的な監視指導を実施している。 

また、国家戦略特別区域法に基づく認定等及び住宅宿泊事業法に基づく届出に関する業

務を行っている。 
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その他、家庭用品に含まれる有害物質による健康被害を防止するための規制、法対象とな

らない小規模給水施設の衛生管理向上のための調査・啓発等を行っている。 

 

[食品衛生監視課] 

近年の食品流通の広域・大量化や食品製造施設の大型化、輸入食品の増大など食品を取り

巻く状況に的確・効果的に対応するため、各施設に立入り、食品等事業者のＨＡＣＣＰに沿

った衛生管理に対する指導・助言を行うとともに、食品の検査結果、施設の拭き取り検査結

果等を用い、効果的な監視指導を行っている。 

また、輸入食品・広域流通食品等にかかる違反事例発生時には危害拡大防止のための必要

な措置、原因究明調査を実施するとともに、再発防止対策の徹底を図っている。 

事業者が自主的に違反食品等の排除に取り組む自主回収に関する情報を、速やかに消費

者へ周知することにより、食品等による健康被害の発生防止を図っている。 

 

[生活衛生監視事務所] 

食生活の安全を確保し、飲食に起因する健康被害の未然防止や拡大防止を図るため、飲食

店をはじめ食品関係施設の許可並びに監視指導を行うとともに食品の検査や施設の拭き取

り検査を行い、施設・設備の衛生確保と不良食品の発見、排除に努めている。また、食中毒

の発生や違反食品の発見時には迅速に調査等を行い再発防止等の対策を講じている。 

また、原則として全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務付けられた

ことに伴い設けられた営業届出制度により、対象事業者を把握し、必要な指導を行っている。 

理容所、美容所、クリーニング所の届出にかかる検査確認や監視指導、遊泳場及び簡易専

用水道に対する監視指導を行い衛生の確保に努めている。 

さらに、狂犬病予防、動物愛護、ねずみ・衛生害虫に係る相談指導業務を行っている。 

 

[保健衛生検査所] 

保健所・保健福祉センターにおける保健衛生事業について、感染症対策や３歳児健診に係

る検査、食品関係施設の食品の検査や施設の拭き取り検査、遊泳場の水質検査及び有害家庭

用品に関する検査等、衛生上の試験検査業務を担う。さらに、医療法に基づく病院立入検査

（医薬品安全管理及び検体検査関係）業務を実施している。 

 

[放射線技術検査所] 

保健衛生事業における放射線業務として、各区保健福祉センターにおける結核対策、肺が

ん検診をはじめ、検診車での乳がん検診、結核健診時のエックス線撮影検査業務を担う。ま

た、乳がん検診事業における読影センターの運営を担う。 

さらに、医療法に基づく立入検査、放射線管理等に係わる業務を実施している。 
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第 3 節 保健所の機構 

 

１ 機構 

 

（１） 局機構 (平成２４年４月１日から健康局) 

  

健康局

総務部

総務課

（大阪健康安全基盤研究所支援グループ）

経理課 （経理グループ）

環境科学研究センター

健康推進部

動物管理センター

動物管理センター分室

保健所

（総務グループ）（病院機構支援グループ）

（健康づくりグループ）（成人保健グループ）

（環境衛生グループ）（薬務指導グループ）（食品衛生グループ）

（乳肉衛生・動物管理グループ）

中央卸売市場　食品衛生検査所

中央卸売市場　東部市場　食品衛生検査所

こころの健康センター （精神保健医療グループ）（地域ケアグループ）

食肉衛生検査所

健康施策課 （管理グループ）（保健医療グループ）

健康づくり課

生活衛生課
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（２）  保健所機構 

 

旅館業指導グループ

食品衛生監視課

北部生活衛生監視事務所

西部生活衛生監視事務所

大阪市保健所

感染症計画推進グループ

環境衛生監視課 環境衛生指導グループ

管理課 管理グループ

東部生活衛生監視事務所

南東部生活衛生監視事務所

南西部生活衛生監視事務所

保健事業グループ

健康栄養グループ

審査・給付グループ

保健衛生検査所

企画調査グループ

感染症対策課 感染症グループ

結核グループ

保健医療対策課 医療指導グループ

医療法人グループ

保健情報グループ

放射線技術検査所
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２  保健所事務分掌一覧表 

   生活衛生監視事務所

・食品衛生関係施設、理容所、美容所、クリーニング所、遊泳場、簡易専用水道の許認可、

　届出、監視指導に関すること

・食中毒、違反食品等の調査に関すること

・狂犬病予防、動物愛護、ねずみ衛生害虫に関すること

旅館業指導

・旅館業の許可、届出、監視指導に関すること

・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関すること

・住宅宿泊事業に関すること

   食品衛生監視課

・大規模食品衛生関係施設の監視指導に関すること

・違反食品等の調査に関すること

・食品等の自主回収報告制度に関すること

環
境
衛
生
監
視
課

環境衛生指導

・興行場、公衆浴場、温泉、墓地、納骨堂、火葬場、化製場の許可、届出、

　監視指導に関すること

・特定建築物、浄化槽の届出審査及び監視指導に関すること

・専用水道の確認審査及び監視指導に関すること

・小規模給水施設の啓発指導に関すること

・有害家庭用品の流通規制に関すること

企画調査
・保健衛生情報の収集及び発信、技術支援、調査研究に関すること

・衛生教育に関すること

感
染
症
対
策
課

感染症

・感染症対策に関すること　　

・予防接種業務に関すること

・ＨIＶに関すること

・献血推進事業に関すること

保
健
医
療
対
策
課 保健情報

・保健衛生統計情報等の収集及び提供に関すること

・保健衛生情報のシステムに関すること

・診療所等の許可、届出に関すること

・病院、診療所等の立入検査に関すること

・衛生検査所の登録、立入検査に関すること

・医療安全相談窓口に関すること

医療法人

・医療法人の認可、届出に関すること

・病院の許可、届出に関すること

・医師、看護師等免許に関すること

医療指導

・保健福祉センターの検査業務の実施及び連絡調整に関すること

・保健衛生検査業務に係る調査及び研究に関すること

放射線技術検査所

・放射線検査業務、医療法立入検査に関すること

・保健福祉センター、検診車業務の実施及び連絡調整に関すること

・マンモグラフィ読影センターの運営に関すること

・放射線業務に係る調査及び研究に関すること

保健衛生検査所

・保健、環境、食品衛生上の試験及び検査、医療法立入検査に関すること

審査・給付 ・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく審査および認定に関すること

管
理
課

管理
・人事、給与、文書、勤怠、福利厚生、被服に関すること

・「地域保健・健康増進事業統計」に関すること等

保健事業

・公害保健福祉事業に関すること

・公害健康被害予防事業(環境保健事業)に関すること

・難病対策に関すること

・母子関係医療費助成に関すること　

・各種保健事業の報告に関すること

健康栄養 ・栄養の改善、指導及び調査、食育並びに関係団体の指導育成に関すること

・感染症予防計画・健康危機対処計画に関すること　

結核 ・結核対策に関すること　　

感染症計画推進
・新型コロナウイルス感染症に関すること

 


